
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フレキシブルな挿入部の屈曲状態を検出してそれをモニター画面に表示させる屈曲状態表
示手段 上記挿入部の挿入対象である臓器の形状を上記挿入部の屈曲状態と共に上記モ
ニター画面に表示させる臓器形状表示手段と、上記モニター画面に表示されている臓器の
形状を外部入力に応じて補正する臓器形状補正手段と

　

　

　ことを特徴とする可撓性内視鏡のモニター装置。
【請求項２】
上記屈曲状態表示手段の屈曲状態検出部として、曲げられた角度の大きさに対応して光の
伝達量が変化する曲がり検出部が形成された複数のフレキシブルな曲がり検出用光ファイ
バーが設けられていて、上記各曲がり検出部が上記挿入部に分散配置され、上記複数の曲
がり検出部から得られる検出値に基づいて上記挿入部の屈曲状態が検出される請求項
載の可撓性内視鏡のモニター装置。
【請求項３】
上記屈曲状態表示手段による上記モニター画面への上記挿入部の屈曲形状の表示が、三次
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と、

が設けられた可撓性内視鏡のモニタ
ー装置において、

上記臓器形状表示手段は、予め準備されている臓器の雛形形状を記憶手段から読み出し
て上記モニター画面に表示し、

上記臓器形状補正手段は、外部から手動入力される上記挿入部の複数の先端位置情報に
基づいて、上記モニター画面に表示されている臓器形状の表示位置と形状を補正する

１記



元データを二次元表示することにより行われる請求項 記載の可撓性内視鏡のモニター装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、胃腸内等を観察するための可撓性内視鏡のモニター装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡によって体内臓器内の粘膜面の像を観察することができる。しかし、内視鏡が挿入
されている臓器の形状を内視鏡で知ることはできないので、相当の経験を積んだ医者でも
、挿入状態の正確な判断や発見した病変の位置特定等が困難な場合が少なくない。
【０００３】
そこで、内視鏡の挿入状態を確認する必要がある場合には、内視鏡装置一式をレントゲン
室に運んで、Ｘ線によって透視しながら内視鏡検査を行っていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、内視鏡検査をＸ線透視下に行うと、内視鏡に用いられている光学繊維束の黄変や
、Ｘ線を直接浴びる患者の健康への悪影響等があるだけでなく、内視鏡操作を行う医者は
繰り返しＸ線を浴びることになるので、その健康には深刻な悪影響がある。
【０００５】
そこで本発明は、内視鏡が挿入されている臓器の形状とその内部における内視鏡の状態を
、Ｘ線透視を併用することなく安全に確認することができる可撓性内視鏡のモニター装置
を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の可撓性内視鏡のモニター装置は、フレキシブルな挿
入部の屈曲状態を検出してそれをモニター画面に表示させる屈曲状態表示手段が設けられ
た可撓性内視鏡のモニター装置において、挿入部の挿入対象である臓器の形状を挿入部の
屈曲状態と共にモニター画面に表示させる臓器形状表示手段と、モニター画面に表示され
ている臓器の形状を外部入力に応じて補正する臓器形状補正手段とを設けたものである。
【０００７】
なお、臓器形状補正手段は、モニター画面に表示されている臓器形状の表示位置と形状を
外部入力に応じて補正するようにしてもよい。
また、臓器形状表示手段が、予め準備されている臓器の雛形形状を記憶手段から読み出し
てモニター画面に表示させるようにしてもよく、あるいは、挿入部の挿入対象である実際
の臓器の形状を予め採取する臓器形状採取手段が設けられていて、その臓器形状採取手段
によって採取された臓器形状が臓器形状表示手段によってモニター画面に表示されるよう
にしてもよい。
【０００８】
屈曲状態表示手段の屈曲状態検出部としては、曲げられた角度の大きさに対応して光の伝
達量が変化する曲がり検出部が形成された複数のフレキシブルな曲がり検出用光ファイバ
ーを設けて、各曲がり検出部を挿入部に分散配置し、複数の曲がり検出部から得られる検
出値に基づいて挿入部の屈曲状態を検出するようにしてもよく、屈曲状態表示手段による
モニター画面への挿入部の屈曲形状の表示が、三次元データを二次元表示することにより
行われるようにしてもよい。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図３は電子内視鏡の挿入部１の先端部分を示しており、フレキシブルな挿入部１の先端に
は、観察窓１１、照明窓１２、処置具突出口１３等が配置された先端部本体４が配置され
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ている。観察窓１１内には、内視鏡観察像を撮像するための固体撮像素子等が配置されて
いる。
【００１０】
挿入部１の上方向の面には、複数の曲がり検出用光ファイバー２１が配置されたフレキシ
ブルな合成樹脂製の帯状部材２０が全長にわたって取り付けられている。
【００１１】
複数の曲がり検出用光ファイバー２１は順に位置を変えて滑らかなＵ字状に後方に曲げ戻
されていて、各曲がり検出用光ファイバー２１の曲げ戻し部の近傍に曲がり検出部２２が
形成されている。
【００１２】
曲がり検出部２２は、挿入部１の軸線方向に例えば数センチメートル程度の間隔をあけて
、挿入部１の全長にわたって例えば１０～３０個程度配置されている。
【００１３】
曲がり検出部２２は、プラスチック製のコアにクラッドが被覆された曲がり検出用光ファ
イバー２１の途中の部分に、光吸収部分が所定の方向（例えば上方向又は下方向）にだけ
形成されたものである。
【００１４】
そのような曲がり検出部２２は、曲げられた程度に対応して光の伝達量が変化するので、
それを検出することによって、曲がり検出部２２が配置された部分の曲がり角度を検出す
ることができる。その原理については、米国特許第５６３３４９４号等に記載されている
通りであるが、以下に簡単に説明をする。
【００１５】
図４において、２１ａと２１ｂは、一本の曲がり検出用光ファイバー２１のコアとクラッ
ドであり、曲がり検出部２２には、コア２１ａ内を通過してきた光をコア２１ａ内に全反
射せずに吸収してしまう光吸収部２２ａが、クラッド２１ｂの特定方向（ここでは「下方
向」）の部分に形成されている。
【００１６】
すると、図５に示されるように、曲がり検出用光ファイバー２１が上方向に曲げられると
、コア２１ａ内を通る光のうち光吸収部２２ａにあたる光の量（面積）が増えるので、曲
がり検出用光ファイバー２１の光伝達量が減少する。
【００１７】
逆に、図６に示されるように、曲がり検出用光ファイバー２１が下方向に曲げられると、
コア２１ａ内を通る光のうち光吸収部２２ａにあたる光の量（面積）が減少するので、曲
がり検出用光ファイバー２１の光伝達量が増加する。
【００１８】
このような、光吸収部２２ａにおける曲がり検出用光ファイバー２１の曲がり量と光伝達
量とは一定の関係（例えば一次関数的関係）になるので、曲がり検出用光ファイバー２１
の光伝達量を検出することにより、光吸収部２２ａが形成されている曲がり検出部２２部
分の曲がり角度を検出することができる。
【００１９】
したがって、挿入部１の軸線方向に間隔をあけて複数の曲がり検出部２２が配列されてい
る場合には、各曲がり検出部２２間の間隔と検出された各曲がり検出部２２の曲がり角度
から、挿入部１全体の上下方向の屈曲状態を検出することができる。
【００２０】
そして、図７の（Ａ）に略示されるように、フレキシブルな帯状部材２０に、上述のよう
な曲がり検出部２２と並列にさらに第２の曲がり検出部２２′を配置して、横に並んだ二
つの曲がり検出部２２，２２′の光伝達量を比較すれば、左右方向に捩れがない場合には
双方の光伝達量に差がなく、左右方向の捩れ量に応じて双方の光伝達量の差が大きくなる
。
【００２１】
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したがって、各曲がり検出部２２，２２′の光伝達量を計測してその計測値を比較するこ
とにより、曲がり検出部２２，２２′が配置された部分の左右方向の捩れ量を検出するこ
とができる。この原理は、米国特許第６１２７６７２号等に記載されている通りである。
【００２２】
また、図７の（Ｂ）に示されるように、曲がり検出部２２を一列に配置した二つの帯状部
材２０′，２０″を直角の位置関係に配置しても、同様にして三次元の屈曲状態を検出す
ることができる。
【００２３】
そこで、複数の曲がり検出部２２を挿入部１の軸線方向に所定の間隔で配置すると共に、
それと並列に第２の複数の曲がり検出部２２′を配置して、各曲がり検出部２２，２２′
における光伝達量を検出、比較することにより挿入部１全体の三次元の屈曲状態を検出す
ることができる。
【００２４】
本実施例の可撓性内視鏡装置においては、図８に示されるように、帯状部材２０の長手方
向に一定の間隔で曲がり検出部２２が位置するように、複数の曲がり検出用光ファイバー
２１を帯状部材２０の表面側に取り付けると共に、表側の各曲がり検出部２２の横に第２
の曲がり検出部２２′が並ぶように、帯状部材２０の裏面側に第２の複数の曲がり検出用
光ファイバー２１′が取り付けられている。
【００２５】
また、光吸収部２２ａが形成されていないシンプルなリファレンス用光ファイバー２１Ｒ
を少なくとも一本配置して、各曲がり検出用光ファイバー２１の光伝達量をリファレンス
用光ファイバー２１Ｒの光伝達量と比較することにより、曲がり検出用光ファイバー２１
の光伝達量に対する温度や経時劣化等の影響を除くことができる。
【００２６】
図１は、上述の電子内視鏡を用いて、内視鏡観察画像と挿入部１の屈曲形状１′を表示す
る装置の全体構成を略示しており、固体撮像素子で撮像された内視鏡観察画像は、内視鏡
プロセッサ７において処理されて観察画像表示用モニター８に表示される。
【００２７】
また、曲がり検出用光ファイバー２１の基端側に接続された光信号入出力装置３０からの
出力信号がコンピュータ４０に送られ、そのコンピュータ４０から出力される信号によっ
て挿入部１の屈曲形状１′が挿入状態表示用モニター９に表示されるようになっている。
【００２８】
図９は、そこに用いられている光信号入出力装置３０の一例を示しており、一つの発光ダ
イオード３１からの射出光が全部の光ファイバー２１，２１′，２１Ｒに入射される。３
２は、発光ダイオード３１の駆動回路である。
【００２９】
そして、各光ファイバー２１，２１′，２１Ｒの射出端毎に、光の強度レベルを電圧レベ
ルに変換して出力するフォトダイオード３３が配置されていて、各フォトダイオード３３
からの出力が、アンプ３４で増幅されてからアナログ／デジタル変換器３５によりデジタ
ル信号化される。
【００３０】
次いで、複数のアナログ／デジタル変換器３５からパラレルに出力される信号が、パラレ
ル／シリアル変換器３６においてシリアル信号化されてコネクタ６から送り出される。
【００３１】
そして、挿入部１が体内に挿入される際には、図１に示されるように、挿入部案内部材５
０が体内への入口部分（例えば口又は肛門）に取り付けられて、挿入部１はその挿入部案
内部材５０内を通される。
【００３２】
挿入部案内部材５０には、挿入部１の挿入長（即ち、挿入部案内部材５０に対する通過長
）Ｌを検出するためのエンコーダ６０等が設けられていて、エンコーダ６０からの出力信
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号がコンピュータ４０に送られるようになっている。
【００３３】
図１０は、そのような挿入部案内部材５０の一例を示しており、圧縮コイルスプリング５
２によって付勢された複数の回転自在な球状部材５１が、挿入部１を周囲から挟み付ける
状態に配置されている。
【００３４】
したがって、各球状部材５１は挿入部１の挿入長Ｌに比例して回転し、球状部材５１のう
ちの一つに、挿入部１の挿入長Ｌに比例する数のパルスを出力するエンコーダ６０が連結
されている。
【００３５】
ただし、挿入部案内部材５０における挿入部１の挿入長Ｌの検出は、例えば特開昭５６－
９７４２９号や特開昭６０－２１７３２６号等に記載されているように、挿入部１の表面
からの光反射等を利用してもよく、その他の手段によっても差し支えない。
【００３６】
このようにして、図１に示されるように、コンピュータ４０には光信号入出力装置３０（
内視鏡プロセッサ７経由）からとエンコーダ６０から、挿入部１の屈曲状態検出信号と挿
入長検出信号が入力し、挿入部案内部材５０の画像５０′と、挿入部１の屈曲形状１′と
が挿入状態表示用モニター９に表示される。
【００３７】
図１１は、そのような画像を挿入状態表示用モニター９に表示させるためのコンピュータ
４０のソフトウェアの内容の概略を示すフロー図であり、図中のＳは処理ステップを示す
。
【００３８】
挿入状態表示用モニター９に正確な屈曲状態を表示させるためには、まず挿入部１を体内
に挿入する前に、実際に用いられる内視鏡の挿入部１の屈曲角度と曲がり検出用光ファイ
バー２１から得られる検出信号とを対比させ、後述する挿入部１の屈曲形状座標系（ｘｙ
ｚ）と臓器形状座標系（ＸＹＺ）の両座標が相関関係を持つように予めキャリブレーショ
ンを行っておくことが好ましい（Ｓ１）。臓器形状座標系（ＸＹＺ）は、例えば、直立す
る人体を正面から見た状態で、左右方向をＸ軸、上下方向をＺ軸、奥行きをＹ軸のように
定めればよい。
【００３９】
そして、挿入部１を体内に挿入したら、エンコーダ６０から挿入部１の挿入長Ｌの検出信
号を入力して（Ｓ２）、挿入部案内部材５０が挿入部１のどの位置にあるかを算出する（
Ｓ３）。
【００４０】
次いで、各曲がり検出用光ファイバー２１からの検出信号Ｖ 1  …を入力して（Ｓ４）、そ
の検出信号Ｖ 1  …をキャリブレーションデータに基づいて曲がり角度に変換し（Ｓ５）、
各曲がり検出部２２部分の曲がり角度から、三次元座標上における各曲がり検出部２２の
位置を算出する（Ｓ６）。
【００４１】
そして、挿入状態表示用モニター９において挿入部案内部材５０の像５０′の位置を動か
さないようにして、各曲がり検出部２２の位置を滑らかに結んで表示することにより挿入
部１の屈曲状態が表示され（Ｓ７）、Ｓ２へ戻ってＳ２～Ｓ７を繰り返す。
【００４２】
このような表示を行う際、挿入状態表示用モニター９における表示は二次元画像であるが
、各曲がり検出部２２の位置についての三次元データが得られているので、「上方向」だ
けでなく任意の回転方向における挿入部１の屈曲状態を表示させることができる。
【００４３】
図２は、図１において図示が省略されているコンピュータ４０と内視鏡プロセッサ７の各
々の内部構成を含む装置の全体構成を示しており、既に説明されている部分については符
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号のみを付してその説明は省略する。
【００４４】
コンピュータ４０には、中央演算装置（ＣＰＵ）４１の他、外部との信号の入出力を行う
入出力回路４２，４３、外部から画像信号を受け取る画像キャプチャ４４、ソフトウェア
及びその他の各種データを記憶する記憶装置４５、映像表示のためのビデオ表示回路４６
等の回路が配置されていて、座標算出４７及び合成画像構築４８等はソフトウェアの実行
によって行われる。
【００４５】
このうち、記憶装置４５には、内視鏡が挿入される対象となる各種臓器の雛形形状が記憶
されており、入出力回路４２に接続された指示入力装置９９からの指示信号入力によって
、適宜の臓器形状１００を挿入部１の屈曲形状１′と共に挿入状態表示用モニター９に表
示させることができる。
【００４６】
そのような挿入状態表示用モニター９への表示は、図１に示されるように臓器形状１００
と挿入部１の屈曲形状１′とを重ね合わせたものだけでもよいが、図１２に示されるよう
に、そのような重ね合わせ画像（二次元像）を、挿入部１の屈曲形状１′（三次元像を二
次元表示したもの）の横に並べて表示してもよい。
【００４７】
図２に戻って、内視鏡プロセッサ７には、システム制御回路７１と記憶装置７２等の他、
内視鏡のライトガイドに照明光を供給するための光源部７３等が併設されている。
【００４８】
また、プリプロセス回路７４及び信号処理部７５を経て出力される内視鏡観察画像の映像
信号が、ビデオ表示回路７６から、観察画像表示用モニター８だけでなくコンピュータ４
０の画像キャプチャ４４にも出力されるようになっている。
【００４９】
その結果、図１３に示されるように、挿入状態表示用モニター９に、挿入部１の屈曲形状
１′のみの画像と、臓器形状１００と挿入部１の屈曲形状１′とを重ね合わせた画像と内
視鏡観察画像Ｖとを並べて表示することもできる。
【００５０】
しかし、一般に生体の臓器の形状と大きさは人さまざまなので、標準的な雛形の臓器形状
では、実際に内視鏡が挿入されている臓器の形状と一致しない場合が多い。
【００５１】
そこで、この実施例においては、内視鏡の挿入部１の先端位置が現在どの部位にあるかを
内視鏡観察画像から術者が認識し易い複数箇所で、臓器形状１００が表示されている画面
上に術者がマークをし、その情報に基づいて臓器形状１００の位置と形状を補正して、挿
入部１の屈曲形状１′と臓器形状１００との関係が正確に表示されるようにしている。
【００５２】
図１４～図１７は、そのような処理を実行するためのコンピュータ４０のソフトウェアの
内容を示すフロー図であり、そこでは先ず、図１８に示されるように、体内への内視鏡挿
入に合わせて、内視鏡の挿入部１の屈曲形状１′をプロットしていく（Ｓ１１）。これは
前出のＳ１～Ｓ７のサブルーチン処理によって行われる。
【００５３】
そして、内視鏡の挿入部１の先端位置を内視鏡観察画像から術者が容易に認識し易い第一
のポイントＡ（例えば噴門部）に来たら、指示入力装置９９によって、図１９に示される
ように、その位置に識別マークを入力する。
【００５４】
指示入力装置９９は、マウス、キーボード、又は内視鏡操作ボタンにカーソル移動機能を
割り当てたもの等でもよく、予め第一のポイントＡを決めておけば、内視鏡観察画面でそ
の部位に来たときにリターンキーを押すなどの簡略な操作にすることもできる（Ｓ１２）
。
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【００５５】
第一のポイントＡが選択されるまで挿入部１の屈曲形状１′のプロットを繰り返す。そし
て、第一のポイントＡが選択されたら、その識別マークの座標位置を記憶する（Ｓ１３）
。
【００５６】
なお、挿入部１の屈曲形状座標系は（ｘｙｚ）三次元座標系であり、臓器形状１００も三
次元要素で作成されているが、モニター表示は処理の簡略化と高速化の都合で二次元画像
表示になっている。
【００５７】
次いで、第一のポイントＡに於ける座標取得を行って、座標変換サブルーチン処理（Ｓ１
４１～Ｓ１４４）を行い、第一のポイントＡに於ける合成画像表示を行う（Ｓ１４）。
【００５８】
サブルーチンＳ１４１～Ｓ１４３では以下の座標変換処理が行われる。
挿入部１の屈曲形状座標系（ｘｙｚ）と臓器形状座標系（ＸＹＺ）は座標系が異なるので
、第一のポイントＡ点で一致するように臓器形状座標系（ＸＹＺ）を平行移動座標変換す
る。
【００５９】
臓器形状座標系の点Ａ（Ｘ A ,Ｙ A ,Ｚ A ）、
挿入部１の屈曲形状座標系における挿入部先端位置をａ（ｘ a ,ｙ a ,ｚ a ）とし、
点Ａと点ａの座標値の偏差をｔ x ，ｔ y ，ｔ z とする。
【００６０】
すると、点Ａ（Ｘ A ,Ｙ A ,Ｚ A ）をｔ x ，ｔ y ，ｔ zだけ平行移動することにより、点ａ
（ｘ a ,ｙ a ,ｚ a ）と合致するので、この関係は次式で表すことができる。
【００６１】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
そこで、Ｓ１４４において、第一のポイントＡと、それに合致させた挿入部１の屈曲形状
１′とを挿入状態表示用モニター９に重ね合わせて合成表示する。その結果、この時点で
は、挿入部１の屈曲形状１′と第一のポイントＡのマークが挿入状態表示用モニター９に
表示される。
【００６３】
次いで、内視鏡の挿入部１の挿入をさらに進める（Ｓ１５）。挿入部１の屈曲形状座標と
臓器形状座標は第一のポイントＡ点に於いて一致するので、その近傍では、術者の設定誤
差以外に挿入部１の屈曲形状と臓器形状の誤差はない。
【００６４】
挿入部１がさらに体内に挿入され、内視鏡の挿入部１の先端位置を内視鏡観察画像から術
者が容易に認識し易い例えば幽門部等において、第二のポイントＢ（挿入部１の屈曲形状
座標系上のポイント）を指示入力装置９９により設定し（Ｓ１６）、臓器座標系上の第二
のポイントＢ’（臓器形状座標上の幽門部）の座標取得を行う（Ｓ１７）。
【００６５】
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次いで、座標変換サブルーチン処理（Ｓ１８１～Ｓ１８４）を行って、図２０に示される
ように、挿入部１の先端位置から指定された第二のポイントＢが臓器形成側の点Ｂ’と一
致するように座標変換を行う（Ｓ１８）。
【００６６】
第一のポイントＡは確定しているわけであるから、第一のポイントＡを基準点として点Ｂ
’がＢ点に移動するように生体臓器形状座標（ＸＹＺ）をＸＹＺ座標軸に対してスケール
変換を行うことにより、座標変換が成し遂げられる。
【００６７】
ここで、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に対するスケール変換率をそれぞれｄ，ｅ，ｆ  とし、図２０
においてＹ軸を例にとると、基準となる第一のポイントＡからＢ点までの距離をＹ A-Bと
し、第一のポイントＡからＢ’点までの距離をＹ A-B’とすると、Ｙ軸に対するスケール
変換率ｅは、
ｅ  ＝  Ｙ A-B ／Ｙ A-B’
であり、同様にしてＸ軸，Ｚ軸に対するスケール変換率ｄ，ｆも求めることができる。
【００６８】
挿入部１の屈曲形状座標のＢ点（ｘ B ,ｙ B ,ｚ B ）に臓器形状座標の点Ｂ’（Ｘ B' ,Ｙ B'
 ,Ｚ B' ）を一致させるときの変換マトリックスはスケール変換率ｄ，ｅ，ｆ  を用いて、
【００６９】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７０】
と表すことができる。
そこで、図２１に示されるように、第二のポイントＢ’をＢに合致させた挿入部１の屈曲
形状１′を臓器形状画面に重ね合わせて表示する（Ｓ１８４）。
【００７１】
そして、前出のＳ１～Ｓ７のサブルーチン処理によって、さらに挿入部１の屈曲形状１′
のプロットを続行する（Ｓ１９）。
ただし、挿入部１の屈曲形状座標と臓器形状座標はすでにほとんど座標が一致しているが
、元の臓器形状と実際の生体部位は患者の固体差でその形状が異なることがある。そこで
、合成画像補正サブルーチン（Ｓ２０１～Ｓ２０４）によって、より実際的な自然な状態
に合成画像を修正する（Ｓ２０）。
【００７２】
ここでは、まずその位置に於ける挿入部１の屈曲形状の座標を取得し（Ｓ２０１）、ＸＹ
Ｚ軸上の臓器形状の輪郭座標値を取得して最大値と最小値を求める（Ｓ２０２）。
【００７３】
そして、挿入部１に配置された曲がり検出部２２の座標値が臓器形状輪郭の最大値と最小
値以内にあれば、挿入部１の屈曲形状は臓器形状輪郭内と判断してＳ２１に進む（Ｓ２０
３）。
【００７４】
曲がり検出部２２の座標値が臓器形状輪郭の最大値又は最小値から外れた場合は、ＡＢ点
を結ぶ線分を固定軸として臓器形状輪郭から外れた曲がり検出部２２の座標の臓器形状輪
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郭との差分を吸収するようにスケール変換を行う（Ｓ２０４）。
【００７５】
具体的には、ＡＢ点を結ぶ線分が新しい座標軸となるように回転座標変換を行った後に、
新しい座標軸に対してスケール変換を行ってセンサ位置が臓器形状輪郭の内側に位置する
ように画像補正を行ってから、Ｓ２１に進む。
【００７６】
このようにして、挿入部１の挿入対象である臓器の形状を挿入部１の屈曲形状１′と共に
挿入状態表示用モニター９に表示させ、画面に表示されているその臓器形状を外部入力に
応じて実際の臓器形状に近い形状に補正して、Ｘ線透視等を併用することなく内視鏡検査
を安全に行うことができる。
【００７７】
なお、患者の観察部位の形状データを予めＣＴスキャナ等のような臓器形状採取手段を用
いて取得しておき、臓器の雛形形状に代えて、患者自身の臓器形状図と内視鏡挿入部１の
屈曲形状を合成して画像表示してもよい。その場合には、ＣＴスキャナ画像等から画像処
理によって輪郭抽出した組織形状画像と合成すると分かり易い。
【００７８】
また、上記実施例では合成画像表示を一視点方向から表示するものとして説明したが、合
成画像表示は正面像と横からの二方向の画像を同時に表示してもよく、また三次元画像表
示にしてもよい。
【００７９】
また、臓器としては胃を例にとったが、予め各種の臓器データを準備しておいてその中か
ら必要な臓器形状を利用すればよい。さらに臓器形状との合成画像を内視鏡画像と同時に
印刷することにより、どの部位の画像であるかが後からでも容易に判別できるようになり
、検査後の診断や検討の際に有効である。
【００８０】
【発明の効果】
本発明によれば、内視鏡の挿入部の挿入対象である臓器の形状を挿入部の屈曲状態と共に
モニター画面に表示させ、モニター画面に表示されているその臓器の形状を外部入力に応
じて実際の臓器形状に近い形状に補正することができるので、内視鏡が挿入されている臓
器の形状とその内部における内視鏡の状態を一目で確認することができ、Ｘ線透視等を併
用することなく内視鏡検査を安全に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の可撓性内視鏡のモニター装置の使用状態の全体構成略示図であ
る。
【図２】本発明の実施例の可撓性内視鏡のモニター装置の全体構成を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施例の電子内視鏡の挿入部の先端付近の斜視図である。
【図４】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光ファイバーの曲がり検出部の略示断
面図である。
【図５】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光ファイバーの曲がり検出部が屈曲し
た状態の略示断面図である。
【図６】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光ファイバーの曲がり検出部が逆方向
に屈曲した状態の略示断面図である。
【図７】本発明の実施例に用いられる曲がり検出用光ファイバーによる三次元の屈曲状態
検出の原理を説明するための略示図である。
【図８】本発明の実施例の曲がり検出用光ファイバーが取り付けられた帯状部材の平面図
である。
【図９】本発明の実施例の光信号入出力装置の回路図である。
【図１０】本発明の実施例の挿入部案内部材の正面断面図である。
【図１１】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェアの内容を略示するフロー図であ
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る。
【図１２】本発明の実施例のモニター画面表示の一例を示す略示図である。
【図１３】本発明の実施例のモニター画面表示の一例を示す略示図である。
【図１４】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェアの内容を略示するフロー図であ
る。
【図１５】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェアの内容を略示するフロー図であ
る。
【図１６】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェアの内容を略示するフロー図であ
る。
【図１７】本発明の実施例のコンピュータのソフトウェアの内容を略示するフロー図であ
る。
【図１８】本発明の実施例の動作を説明するための座標図である。
【図１９】本発明の実施例の動作を説明するための座標図である。
【図２０】本発明の実施例の動作を説明するための座標図である。
【図２１】本発明の実施例の動作を説明するための座標図である。
【符号の説明】
１　挿入部
１′挿入部の屈曲形状
９　挿入状態表示用モニター
２１　曲がり検出用光ファイバー
２２　曲がり検出部
３０　光信号入出力装置
４０　コンピュータ
９９　指示入力装置
Ａ　第一のポイント
Ｂ　第二のポイント
１００　臓器形状
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(13) JP 4017877 B2 2007.12.5



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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